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福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置づける際の注意事項について 

 

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売（以下、貸与及び販売）の事業所における実地指導等にお

いて下記１のような不適切な運営をしている事業所が複数確認されています。 

これらは、貸与及び販売の事業所が基準を遵守していない事例であり、貸与及び販売の保険給

付が認められない場合があります。 

また、居宅介護支援に関する基準（下記２）においても、貸与及び販売を位置づける場合には、

当該福祉用具が必要な理由を居宅サービス計画に記載する必要があることや、居宅サービス計画

をサービス事業所へ交付することが義務付けられており、貸与及び販売事業所が基準を遵守する

ためには、居宅介護支援事業所との適切な連携や協力が必要となります。 

つきましては、貴事業所におかれましても、再度、居宅サービス計画への位置づけ（必要性の

検討や必要な理由の記載等）や居宅サービス計画の事業所への交付等について基準を遵守してい

るか確認し、貸与及び販売事業所とより密接に連携をとったうえで今後も適正な運営に努めてい

ただくようお願いいたします。 

なお、不適切な運営事例及び基準の遵守については、貸与及び販売事業所向けにも通知し、周

知を図っていることを申し添えます。 

                     記 

１．不適切な運営事例 

 

〇貸与及び販売事業所が、居宅サービス計画を入手していない 

→居宅サービス計画への位置づけを確認するためには居宅サービス計画等を入手する

必要がある 

○居宅サービス計画等に当該福祉用具が必要な理由等が記載されていない 

→必要な理由の記載とともに、介護支援専門員等により、随時その必要性が検討された

上で、継続の場合にも、その理由が居宅サービス計画に記載され、位置づけられてい

る必要がある 

 

 

２．基準 

居宅支援基準＝指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日

厚生省令第３８号） 

第１３条第１１号、第２１号及び第２２号 

 ※上記については、厚生労働省ホームページにて閲覧できます。 

 
問い合わせ先 

船橋市福祉サービス部介護保険課 指定係  

℡０４７－４３６－２７８２ 


